
特定非営利活動法人プラチナ美容塾

役員報酬規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人プラチナ美容塾 (以下「当法人」という)の定款

第 18条に基づき、理事および監事 (以下「役員」という)に支給する報酬に関し

て、基本事項を定めるものである。

(報酬の決定)

第 2条 役員の報酬は理事会で協議したうえで、支給対象者 (全役員の3分の1を超えないもの

とする)及び支給金額を理事長が決定することができる。ただし、この時の報酬額

は、一人月額15万円を上限とする。

(当 面の措置)

第 3条 前条にかかわらず、事業が軌道に乗ったと判断され、次条に基づく理事会の承認が得

られるまでの間、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は一切支給しない。ただ

し、旅費等の実費等、職務を執行するために要した費用は支給することができる。

(役員報酬の開始)

第4条 役員報酬の支給開始については、報酬総額を含む予算の変更、および支給開始に対す

る理事会の承認を必要とする。

(本規程の改廃)

第 5条 この規程の改廃は理事会の決議を経て行う。

(補足)

第 6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

平成 29年 10月 19日 制定、施行



特定非営利活動法人プラチナ美容塾

職員給与規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人プラチナ美容塾 (以下、当法人という)の定款第 55条に

基づき、職員の任用と職員に支給する給与について、基本事項を定めるものである。

(職員の定義)

第 2条 この規程において職員とは、定款第 53条に基づき設置された事務局の業務遂行のために

任用される、常勤および非常勤の職員をいう。

第 3条 当法人の実施する特定の事業やイベントのために臨時的、かつ、ごく短期間雇用される

アルバイトについては、
ものとする。

には含めず、別途定める「アルバイ ト規程」による

(常勤職員の任用と給与)

第 4条 定款第 54条に基づき、理事長は事務局職員を任用することができる。ただし、事業が軌道

に乗ったと判断されるまでの間、常勤職員は任用せず、給与も支給しない。

2 常勤職員の任用および給与の支給開始については理事会の承認を必要とする。

(非常動職員の任用)

第 5条 業務の遂行に必要と認めた場合、理事長は、定款第 54条に基づき非常勤の事務局職員を

任用することができる。

(非常勤職員の給与)

第 6条 非常勤職員の給与は、時間給および通動手当とする。

2 時間給は、その職務内容、経験、能力及び責任度合し

2,000円 の囲内で決定し、理事会にて報告する。

をヽ考慮して、理事長が時給1,000円 ～

通勤手当は、電車、パスなどの公共交通機関を利用する交通費を通勤日数分支給する。

給与の支払いは、毎月、通貨で直接、あるいは当核職員の同意があるときは本人名義の

預貯金口座への振込による方法により行う。

ただし、次に掲げるものは控除するものとする。

(1)所得税および住民税

(2)健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料

３

４

(職員の任用および給与支給の開始)

第 7条 非常勤職員の任用および給与の支給開始については、開始から最も

理事会への報告を必要とする。

(本規程の改廃)

第 8条 この規程の改廃は理事会の決議を経て行う。

(補足)

第 9条

附則

この規程は、平成 29年 10月 19日 より施行する。

早い時期に開催される

この規程に定めるもののほか、施行についての必要な事項は、理事長がこれを定める。
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特定排営利商出屁迪法第54条錦12項錦l●引こ定める事項の澤細について規定している特定非曽剰洒蘭健進法籠
"攪

法ス諸 特定非営利活動法人プラチナ美容塾 事 業 年 度 令和2年 4月 1日～令和3年 3月 31日

なし

収益の源泉別の明細

例 借入金の明細

その他

金   額収 益 源 泉 の 内 訳

65,αЮ円正会員受取会費

割Ю,000円賛助会員受取会費

20,000円受取寄付金

ⅨE,000円受取助成金

田|,αЮ円美容ボランティアの養成研修事業収益

QZ6円高齢福祉施設への美容ボランティアの派遣1事業収益

1,&Ю,870円区や各地区の高齢者支援イベントのサポート事業収益

16褒Ю円介護予防に繋がる高齢者支援の美容情報発信事業

15円受取利息

2,αЮ,αЮ円雑収益

円

円

円

円

4ス2441円ノゝ
ロ 計

円なし

円

円

円

円

円△
ロ 計

借 入 先 金   額

貝I雌 32条第1項各引こ対応していますじ以下同じで九



2 1資産の醸議等の内客Iヨ貯する事項厖演自堀崩蒔に係る事業の料伝条件その他その内容に関する苺円目

(1)資産の議産に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

なし 円

一“
一

円

円

円

円

円

円

円

② 資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

0役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

出張美容講座 儲膜会) 2),ⅨЮ円 1回 2日間あたりの価格

出張美密淑整 (′」ヽ人数 15名以
・
つ oαЮ円 1回 2喘間あたりの価格

美容講座| (′」ヽ人数3名以上 ) 2∝Ю円 1回 2時間あたりの価格

オンライン講座 (′」ヽ人数5名以下) 瞑Ю円 1回∞分あたりの価格

円

円

円

円

円



3 取] る事項 Ю吹に掲げる取引先、取引金額その陵 の内容に関する事項 イ 収益の生する取引及び費用の生

する取引のそれぞれについて、鵬 瞼顧の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一瞬はから第五順位まで

の取ら1 口 役員等との取引]

{1)収益の生する取引の上位5者

② 費用の生ずる取引の上位 5者

(鋤 役員、社員、職員若しくは翻附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。

氏名又は名称 取引金額 取 引 内 容 等

882,954円 みずベネッ

41QαЮ円 助成金

4α Ю円 助成金

14Q∝D円 助國目

116(∞0円 助成金

氏名又は名称 住所又は所在地 函確田

“

LαЮ円

■8Щ)円

取 引 内 容 等

WEBリニューアル僣if餞

國ヨ路ヨ

17QttЮ 円 ハ
°
ソコン購入費

“

6晨S円 ざランィア活動業務委証費

“

028円 パカt硝:入 。1悧田ξり|!大井町店

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所:�切確地

議 渡

年月日
譲 渡 価 格

なし
Ｔ
Ｅ

円

円

円

円

円

円

円

円

円



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の略 等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 置亜□回ヱヨ

なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所測切確地

側舷凝

うぎ
「

月日
対 価 の 額 優現目翌曖恐日

なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 欄 #る 事項 に満縦者 0員、役員の規族等で、当練法人に対する翻附金の額の事業年度中の合,1葡勁`
"万

円以上

であるものに限る。)の1民名並嶼こその寄附金の頭政11び受領年月日]

5 綸 |1家か閣慶 颯こ関す痢

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

なし 円

寄 附 金 額 受 領 年 月 日氏 名

円

円

円

円

円

なし

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 る事項 [0支出した宙鴨ン藩並嶼こその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等口関する事項【海外への選鉤C瞼蟻の持出しを行った場合におけるその金額興男磁並びにその実施

日]

支出年月日

なし

支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した葡附金額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

実 施  日 使 途 金   額

なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営和括動法人プラ升 美容塾 チ ェ ッ タ 相

運営個繊及び鶴理に関して次i3掲げる基準:=薔合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族諄

② 特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親蟻絆

口 各社員の表決縮が平等であること

ハ ●計に
"…

ヨ●て
=ヽ
ること、又閾0"口●中任け、取引0●

●■●口■1中】孵R=ん てヽ,I●1"鮨
=LA:」

●じて1,1オしでtЧ,こと
こ 実出した●由■0壼n由切らかで0いも●囀

“

lH“,'ロロ,Eむ|口l馘薦
""ι

でt■

“

こ`と

イ

〈注1)

G主2)

名櫃ゆ人蜘 ム 第3豪付壼1「役員の状況」から転田してくださしヽ

③及00について:ま ′11敗点以下第2位を切り捨てた数日」曰曖してくださしヽ

ロ

項  目

区  分

役員

数

最も人数が多い

「親族等」のグ

ループの人数

割 合

(②÷⑥

最も人数が多い「特定の法人

の役員又は使用人である者

及びこれらの者の例屏詢 の

グループの人数

割 合

(0÷◎

① ② ◎ ④ ⑤

③ 令和2年 4月 1日～令和3年 3月 31日
8人 0人 0% 0人 0%

⑥ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

〇 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関園|
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上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

菫

…

ulol11医」1口■|… L〔

… “

腱 Lェ

`菫

ュ _ゝ

項
日

【 ⑥ ⑮ ◎ 0 ◎ ① 申宙中寺

会計について公議会計上�ま監査法人の監査を受け

ている
はい

⌒
〔いいえ
V

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引C寵闘汲び帳

"書
類の保存

を青色申告法人に準じて行つている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日

【 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申罰申喘

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等のイ疑ロロ凛囲F浦無
有・憮 1

日ヽ′
有・無 有・無 有 。無 有・無 有。無 有・無

第3表 くりdD

∝菫中ロ

認定の中慟山躙p更新の中睛に当たつて:よ 法第5彙第1呵
=“

づく書類 C■旧田畑組薔提出■Dに
“

嗜した事項について、改

めて田曖する

"日
まありません。

はい



④ ⑥ ◎ ① ◎ 申 請 時

人

人

人

役  員  数 8人

0人

人 人 人 人

人 人 人 人

0人 人 人 人 人

書式第8号 (法第44条051条・58条関倒0

伊藤 文子

河西 修子

河西 喜美代

松枝 由美

正木 進

黒澤 千種

武藤 安希恵

伊藤 博史

繁原 都久子

た事項について、添付を省略することができます。

令和 2年

7月 1日就任

平成
"年5月 21日就任

監事 平成
"年2月 1日就ほ

令和 2年

6月 ∞ 日退任

ては 法第 55条第 1項に基づく書類 (役員1報酬規程1等提出書口 に記載し

役 員 の 状 況 第3表付表 1

平成器年

2月 1日就任

平成
"年2月 1日就任

平成 29年

2月 1日就任

平成∞年

7月 1日就ほ

ヽ
ノ

′
ヽ

○

理事 平成%年
7月 22日

'就

任

平成%年
7月 22日 就任

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 E2日 匿題置目

就 任 等 の 状 況

③ O ◎ ① ◎ □
腕嬌。週籠

年月日

理事

理事

理事

匹 ヨ

理事

一
〇

ヽ
ノ

′
ヽ

○

○

ヽ
ノ

′
ヽ

○

理事

○
監事



法人名 特定非営利活動法人プラチナ美容塾

伝 票 又 は 帳 簿 名 左α瑚購暉等の形態 詞懃璃醐 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト(会計王)使用

ルーズリーフ
都度 7年

仕訳日記帳

会計ソフト(会計王)使用

ルーズリーフ
都度 7年

出金伝票 単票 都度 7年

入金伝票 単票 都度 7年

振替伝票 単票 都度 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)
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法人名 特定非営和括動法人プラチナ美容塾 チェッタ欄

4 事業活動に関して次i3綺げる薔準に適合していること

イ 宗教活動図ま政治活動事を行つていないこと

口 役員等に対し相酬又は綸与の支綸に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員博が支目する法

人と当法人との間の資産の饉饉時に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした亭業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補由着しくはパ聞こある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実口削定期間における事業費の総膚のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判に期間における受入書‖金鮨日の7096嘘を特定非営利活動の事業費に充てていること

′

ロ

◎ O ◎ ① 申1摘時③ ⑥
日

【項

有 。無 有 。無 有・ 無 有・ 無有 有 。無 有・ 無
宗教の教義を広め、儀夷を,、 及婿

を教化青成する活動

有 。無有 。無 有 。無 有・ 無 有・ 無
有

有 。無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動

有・ 無 有・ 無有 。無 有・ 無 有 。無 有・ 無有
特定の公職の候補渚若しくは公餞こある者

又は政党を描市し、支持し、又はこれらに

,タナするキ印助

項 目 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申摘時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支綸の状況 当法人

とその活動内容及び事業瀬麒勤端似するい の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支綸その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無

l

'有
・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその議渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等�ま役員等が力配する

法人と当法人の間の資産の醸渡等に関して特別の利益の供

有 有・無 有・無 有・無 有。無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特男ヒメ[麟の供与の有無
有rlヽ

ヽノ
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有 。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する書附の

有無

′‐ヽ

有撻リ 有・無 有・無 有・無 有 。無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関Ю

認定基準等チェック表 (第 4表 ) く初康)

健菫中D
・ r… ェック表 ● 4D」 は 」諄5締 1瑯増づC■ em田 顔闘颯H日)0躙嘲お しても饉

及び獨付する必甍があります。その場合、嗜田ロロ甲リチェック表第4薇 (次葉)」 い晨び二)の日颯及び澤付の必員はありま

せん。
。 日定の有効曲躙り曖輌の中椰こ当たつてiよ 法第5彙第 1項に薔づく0日 (役員輻■ロロ嘲日出■Dに配崚した事項につい

て、澤付を省嗜することができます。



法人名 特定非営利活動法人プラチナ美容塾 チリ タ相

● 力輛 げ

“

口 つ ιて田 暉 い い

… “

、コ当輌 腱詢 蠅綸
=腱輌 i■い‐ 喘 せ

“

と

イ

…

出 28彙ロロEするOn口●●●、■■4饉■1麟口

“

中

ロ 
ー

=●
`"‐

る口■1“ul●●|●H●しなtヽロセ■曖す

“′ヽ ■■會出 する予●●鵬■馘

"哺
●

"●
を■●した●ロ

ニ ■彙硼■瞑

“

■員綸●0関闘
=口

する爛ロ

… … … … … …■●を●●した●■

へ 
…

●口隋田い

“

0●■■●鮨會彙び:こそ0予鸞曰書●●しさ●■

これをその事
′

る事項その他―定の事

次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場創こ:ム 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の嘲断耐お いて閲覧させることに同意する。

畑口覧に諄する細則 個」虜臓D等がある●創コム その傾剛 劇麟麟臓D等を輌付してくださしヽ

同  意

ノ″~~｀
ヽ

(する J
V

しない

イ

① 事業報告■等 (事業報告書、財産目録、1齢靭照表、活動計算書、年

…

簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及晰 又は居所を記した者励

② 役員名簿

③ 定款等 (定歓、認証書の写u登謳事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書願

ハ 寄附金を充当する予定の具伸的な事業の内容を記載した書類

前事業年度
.の
役員報酬又国職員給与の文綸に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益¢蒻砺場!jの明細、倍ス金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の議渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生する取引及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金癬の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくl轟聯賭i又はこれらの者α馴曝諾 しくは三親等以内の規族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄悧者 は員、役員の配偶者若しくは三親等以内の柳炭又:当腱員と特殊の関係のある者で、当崚法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合言悧動ζ
"万

円以上であるものに限る。)の氏名並嶼こその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当醸議員に対する給与の細額に関する事項

⑥ 支出した葡附金の願並嶼こその相手先及び支出年月日

⑦ l海外への選住測歯錫詢ゆ時出しを行った場創こおけるその金額殴び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場創こ事後に耐 庁に提出した書類の写し

市 場 113号 (法第44条・51条・5849賜傷ゆ

認定基準等チェック表  (第 5表 )

∝菫中O
・ 

…

ェック表第5ヨは、法第55彙第1■田:ヨLづく|■順 (役員綱■閉■口腱出●■Dの提出暉こ■臓及び澤付する必要

があります。

・ ■掟の椰U■m)口噺の中鯖に当たつて|ム 洒付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条。51条・58条関Ю

認定基準等チェック表  (第 6、 フ、8表 )

法人名 特定非営利活動法人プラチナ美容塾

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準簿チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表 (第 8表)

∝憲中の
・ 法第55彙第1項に基づく●颯 (g■爛■闘目的組出■口Dの搬出時に当たつて:ム

…

エツク轟 (第 6衰及嚇 81D

iよ

"す
る必要はありません。

・ 認定の有効由躙p更所の申■に当たつて:ム

…

エツク豪 (第 6豪及び第8表)の日餞の必要はありません。また、法第

55彙第1項に基づく書類1鮨■旧ロロロ嘲日田■Dに記載した事項について、1改めて口崚する必要はありません。

6 奥臓判定期間を含む各事業年慶の特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告■嗜を同法第

29条の規定により闘轄庁に提出していること

チェ

"欄

特定非営利活動促進法第器探に規定する事綺 等の所轄庁への提出の有無

③ ⑥ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 無 有 ・ 無 有 毎 有 ・ 無 有 。 無

7 法令又は法令に出づいてする行政庁の処分に遭反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェッタ相

′

法令に達反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力V澤Iatを得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・

―

ェック● ● 7● Iム 螂

"1…
くlロロ         

… …un"ナ
`“"口

嗜ります.

④ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 /鶴ヽ
ヽ_ノ 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 無

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関Ю

欠格事由チエック表

法人名 特定非営和活動法人プラチナ美容塾 チェッタ相

認定、特例目定又閾日定の有効期間のコ新の出申こかかわらず、次のいずねか01欠格事由口陰当する法人

口日定、特例■定又は日定の有効期間のコ新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいり廿面11■腋当する者がある場合

イ ロ定特定非営利活動法人が日定を取り消された場合又は特

"目
簾 非営利活動法人が特例日定を取り

た場合において、その取消しの原因となつたI事実があつた日以前1年内に当麟日定特定リト曽摯幡動法人又は当1腕時
例□定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 熱燿以上の刑に処せられ、その蜘行を贅わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促遺法着しくは曇力団員不当行お防止法に違反したことにより、若しくは耐法2“ 条等¨
'着

しくは畢力行為等処用法の罪を犯したことにより、又!調轟院着しく!劇ヒ方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その軌行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 尋力団の構成員等は2)

2 認定又iま持鵬日定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 自散又は事ヨ割題■

""嘲
動01ま令等に違反している法人

4 日税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当腋滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (目

=係
る菫加算金を操された日から3 しない法人5日 脱:

6カのしヽずれかに餞当する法人
イ 暑力国
口 曇力団又は曇力国の構成員等の開け下にある法人

役員のうち、次のし,珈が こ腋当する者の有無

認定密慮ね野嫌口法人が認定を取り消された場合又は1彎n曜定掏む峰昴い 鶴`胡嘔定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当崚認定

特定非者和幅諷法人又は当黎M列節國齢υい断i括冤湛人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無

有 /無ヽ

ヽ日′

特定非鬱蘭瀬鰤艶法着しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第
"4条

等若しくはヨυ′予為嘲跛』岡法¢扉を犯したことにより、又は国税者しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行力1終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有で軍ヽ

いヽ
.はい薔B叡は特例謳定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人2

融・ヽ《い`
.

＾
● 定駄又は事業計画書の内容が法令等こ違反している法人

4 国税測J七続肛潮開脚ゆの執御
'さ

れているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

はい・

調
機

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申鰤嘲ミ 童陛墜堡:観艶臓塑駆墜型塑堕壼豊i塗菫國塑壼

ヒ24■」堕ェ菫二]団墨自国首慶週墨歯コ壺Z□』ココ冒E2日』塾≧重望ξ12と5墨11:壺 :國蟹i些j困:国堕国堕ヒl国壼:五塾生_
(注 1)その他の事務所がある場創ム その他の事務所所在の哺辞拠りに係る1輌揃朗書も添付すること

は 2)役員1輌酬規程等提出書la瀾樹寸不要

はい( いえ¨
０ 国税に係る重楓算税又は地方税に係る|重加算金を課された日から3年を経過しない法人

次のし可ツ開 こヽ該当する法人

田ロ□□暴力団

ロコ 団日

ｎ

）

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

■回ElGn】
1回國饉劉■

′

イ

ロ

ハ


